
山梨県子宮頸がん予防ワクチン接種後健康被害救済事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、県単独補助事業による子宮頸がん予防ワクチン接種後に生じた

疾病であって、当該接種との因果関係が否定できないとされたものを県が救済する

事業を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。 

  

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

一 子宮頸がん予防ワクチン 国内での製造販売が承認された組換え沈降２価ヒ

トパピローマウイルス様粒子ワクチン「サーバリックス」及び組換え沈降４価ヒ

トパピローマウイルス様粒子ワクチン「ガーダシル」をいう。 

 二 定期接種 予防接種法（昭和２３年法律第６８号）第５条第１項の規定により

市町村が行う定期の予防接種をいう。 

 三 任意接種 予防接種法に規定する予防接種以外の予防接種をいう。 

 四 ＰＭＤＡ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法（平成１４年法律第１９２

号。以下「ＰＭＤＡ法」という。）及び独立行政法人通則法（平成１１年法律第

１０３号）の定めるところにより設立される独立行政法人医薬品医療機器総合機

構をいう。 

 五 薬事・食品衛生審議会 厚生労働省設置法（平成１１年法律第９７号）第１１

条の規定により設置される審議会をいう。 

 六 救済給付 厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会に諮問した結果、任意接種後

に生じた疾病と当該接種との因果関係が否定できないとされた場合において、法

令又は予算措置事業を根拠として、健康被害が疑われる者に対して医療費等を支

給することをいう。  

七 入院相当 予防接種の副反応による疾病に係る医療が、病院又は診療所への入

院を要すると認められる程度として、ＰＭＤＡ法第１６条第１項による医療費及

び医療手当の救済給付の対象とされるものをいう。 

 八 国の基金事業 平成２２年１１月から平成２５年３月まで実施された厚生労

働省による子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例交付金を活用した補助

事業をいう。 

 九 国の救済事業 国の基金事業による予防接種との因果関係が否定できないと

された疾病のうち、ＰＭＤＡ法による救済給付の対象外とされる入院相当に該当

しないものを救済するため、厚生労働省が平成２７年１２月から開始した予算措

置事業をいう。 

 

 



（救済給付の要件） 

第３条 この要綱による救済給付の要件とする県単独補助事業は、次の各号に掲げる

要綱に基づく事業とする。 

 一 山梨県子宮頸がん予防ワクチン接種促進事業費補助金交付要綱（平成２２年６

月１６日から平成２３年３月３１日まで） 

 二 平成２３年度山梨県子宮頸がん予防ワクチン接種救済措置事業費補助金交付

要綱（平成２３年１０月１日から平成２４年３月３１日まで） 

２ この要綱による救済給付の対象者は、前項各号の要綱に基づく事業のいずれかに

よる任意接種を１回以上受けた後に生じた疾病のうち、ＰＭＤＡ法第１６条の規定

による救済給付の請求において、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴

いて行う判定により、子宮頸がん予防ワクチンの接種との因果関係が否定できない

とされたもの（以下「認定疾病」という。）の治療のために医療を受け、又は受け

た者であって、次に掲げる要件のすべてを満たすものとする。ただし、国の救済事

業の対象とされた者を除く。 

一 認定疾病について入院相当に該当しない医療があること 

二 子宮頸がん予防ワクチンを定期接種により受けたことがある場合にあっては、

認定疾病が定期接種を受けたことによるものとされないこと 

 

（救済給付の種類） 

第４条 前条第２項に定める者に対する救済給付の種類は、次の各号に掲げるとおり

とする。 

 一 医療費 

 二 医療手当 

 

（医療費の額等） 

第５条 前条第一号の医療費（以下「医療費」という。）の額は、認定疾病に係る入

院相当に該当しない医療に要した次の各号に掲げる費用の額を限度とする。ただし、

当該医療を受ける者が、当該疾病につき、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法

施行令（平成１６年政令第８３号。以下「ＰＭＤＡ法施行令」という。）第４条第

１項ただし書きに規定する社会保険各法その他の法令により医療に関する給付を

受け、若しくは受けることができたとき、又は当該医療が法令の規定により国若し

くは地方公共団体の負担による医療に関する給付として行われたときは、当該医療

に要した費用の額から当該医療に関する給付の額を控除した額（その者が社会保険

各法による療養の給付を受け、又は受けることができたときは、当該療養の給付に

関する当該社会保険各法の規定による一部負担金に相当する額とし、当該医療が法

令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療の現物給付として行われた

ときは、当該医療に関する給付について行われた実費徴収の額とする。）を限度と

する。  



一 診察  

二  薬剤又は治療材料の支給  

三  医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術 

四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 

２ 前項の医療に要した費用の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の

例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。  

３  前項に規定する療養に要する費用の額の算定方法の例によることができないと

き、及びこれによることが適当でないときの医療に要した費用の額の算定は、ＰＭ

ＤＡ法施行令第４条第３項に規定する厚生労働大臣の定めるところによる。  

 

（医療手当の額等） 

第６条 第４条第二号の医療手当（以下「医療手当」という。）は、月を単位として

支給するものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に従い、当該各

号に定める額とする。  

一 その月において前条第１項各号に規定する医療（病院又は診療所への入院及び

その療養に伴う世話その他の看護（以下「入院医療」という。）に伴うものを除

く。以下同じ。）を受けた日数が３日以上の場合 ＰＭＤＡ法施行令第５条第１

項第一号に定める額 

二  その月において前号に規定する医療を受けた日数が３日未満の場合 ＰＭＤ

Ａ法施行令第５条第１項第二号に定める額 

２ 同一日に複数の医療機関で医療を受けた場合における前項各号に掲げる区分の

日数の算定については、１日とする。 

３ 同一の月において前条第１項各号に規定する医療と入院医療とを受けた場合に

あっては、その月分の医療手当の額は、第１項の規定にかかわらず、ＰＭＤＡ法施

行令第５条第２項に定める額とする。  

４ ＰＭＤＡ法第１６条の規定により入院相当の医療に係る医療手当を請求できる

月においては、前３項による算定額がＰＭＤＡに対して請求可能な医療手当の額よ

りも高い場合に限り、その差額を支給するものとする。 

 

（救済給付の申請） 

第７条 認定疾病の決定の際に通知される入院相当に該当しない医療について、この

要綱による救済給付を受けようとする者は、救済給付申請書（ＰＭＤＡ既請求分）

（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、居住地を管轄する保健所を経由して知

事に提出するものとする。 

一 口座振込依頼書（様式第２号） 

 二 ＰＭＤＡ法第１６条の規定による救済給付の支給又は不支給の決定通知書（入

院相当に該当しない医療があることが分かる書類）の写し 

 三 ＰＭＤＡ法第１６条の規定による救済給付の請求においてＰＭＤＡに提出し



た受診証明書の写し若しくはこれに相当する書類 

 四 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

２ 認定疾病につき前項の申請で救済給付を受け、若しくは受けようとする医療の期

間以外の期間における入院相当に該当しない医療に関し、この要綱による救済給付

を受けようとする者は、救済給付請求書（ＰＭＤＡ未請求分）（様式第３号）に次

に掲げる書類を添えて、居住地を管轄する保健所を経由して知事に提出するものと

する。 

 一 振込先口座を変更する場合にあっては、口座振込依頼書（様式第２号） 

 二 救済給付を受けようとする医療に関し、医療機関又は薬局で作成された受診証

明書（様式第４号） 

 三 診療費の領収書その他の医療に要した費用の額並びに医療を受けた日の属す

る月及び日数を証明できる書類 

 四 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

３ 県外に居住する者が第１項又は前項の規定により救済給付を申請する場合にあ

っては、これらの項中「居住地を管轄する保健所を経由して」とあるのは、「福祉

保健部健康増進課へ郵送することにより」とする。 

４  救済給付の申請は、医療費にあっては、当該医療費の支給の対象となる費用の支

払が行われた時から５年を経過したときは、医療手当にあっては、その申請に係る

医療が行われた日の属する月の翌月の初日から５年を経過したときは、それぞれす

ることができない。ただし、第１項に掲げる申請にあっては、この限りではない。 

 

（支給の決定等） 

第８条 知事は、前条の規定による申請を受けたときは、書面審査の上、救済給付の

支給又は不支給の決定を行い、申請者に対して書面で通知する。 

２ 救済給付の申請者は、前項の処分に不服があるときは、行政不服審査法（平成２

６年法律第６８号）に基づき審査請求し、又は行政事件訴訟法（昭和３７年法律第

１３９号）に基づき取消訴訟を提起することができる。 

３ 知事は、第１項の規定により支給を決定したときは、その日から１５日以内に申

請者に対して支給決定額を支払うものとする。 

 

（不正利得の徴収） 

第９条 知事は、偽りその他不正の行為によって救済給付を受けた者があるときは、

その者から当該給付の額の全部又は一部の返還を求めることができる。 

 

（その他） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、救済給付の実施について必要な事項がある

ときは別に定める。 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ この要綱の施行前に受けた医療に係る第７条の規定による救済給付の申請にあ

っては、前項に掲げる施行の日から起算して３年を経過するまでの間は、第７条第

４項中「５年」とあるのは、「８年」とする。 

 


